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(様式１)

（42）商工観光関係事業

番号 項 目 （ 事 務 事 業 名 等 ） 秋田市 河辺町 雄和町 区 分 経過措置 番号 項 目 （ 事 務 事 業 名 等 ） 秋田市 河辺町 雄和町 区 分 経過措置

１ 商工会議所及び商工団体への助成 ○ ○ ○ Ｂ ※ 21
自然休養林管理ｾﾝﾀｰ(岩見温泉)に関する事
業

× ○ × Ａ

２ 中小企業事業資金融資 ○ ○ ○ Ｂ ※ 22 観光宣伝・受入体制整備事業 ○ × × Ｂ

３ ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証の特定中小企業者の認定 ○ ○ ○ Ｂ 23 観光客誘致促進パンフレット購入 ○ × × Ｂ

４
中小企業の指導育成(商店街振興組合等の
認定等)

○ × × Ｂ 24 広告掲載等 ○ × × Ｂ

５
商店街活性化支援(商店街ｿﾌﾄ事業費補助
金)

○ × × Ｂ 25 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場に関する業務 × ○ × Ａ

６ 商店街活性化支援(商店街CI事業費補助金) ○ × × Ｂ 26 秋田市内観光バスＰＲ事業補助金 ○ × × Ｂ

７
商店街活性化支援(商店街街路灯等電気料
補助金)

○ × × Ｂ 27 ユフォーレ公園に関する事業 × ○ × Ａ

８
商店街活性化支援(商店街共同施設設置事
業補助金)

○ × × Ｂ 28 秋田蕗保存育成業務 ○ × × Ｂ

9
商店街活性化支援(商店街空き店舗対策事
業補助金)

○ × × Ｂ 29 全国へそのまち協議会に関する業務 × ○ × Ｂ

10
商店街活性化支援(中小商業活性化事業補
助金)

○ × × Ｂ 30 観光施設(海水浴場のﾄｲﾚ)の整備、管理 ○ × × Ｂ

11
商店街活性化支援(商店街ｿﾌﾄ事業資金貸付
事業)

○ × × Ｂ 31 観光案内所 ○ × × Ｂ

12
商業・ｻｰﾋﾞｽ業振興(市内主要商業地通行量
調査)

○ × × Ｂ 32 大正寺おけさまつりに関する事業 × × ○ Ｂ

13
大規模小売店舗立地法(意見書提出等の調
整)

○ × × Ｂ 33 長持唄全国大会に関する事業 × × ○ Ｃ ※

14 観光伝統行事支援 ○ × × Ｂ 34 糠塚開発に関する業務 × × ○ Ａ

15 竿燈まつり実行委員会事務局業務 ○ × × Ｂ 35 ふるさと温泉保養施設(ﾕｱｼｽ)に関する事業 × × ○ Ａ

16 観光協会等関係団体への助成 ○ ○ ○ Ｂ 36 高尾山県民ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ地に関する業務 × × ○ Ａ

17 観光イベント助成事業 ○ ○ × Ｂ 37 向野甚兵衛沼に関する業務 × × ○ Ｃ

18 桜・つつじまつり事業 ○ ○ × Ｂ 38 白根館跡に関する業務 × × ○ Ｃ

19 県観光振興協議会 ○ ○ ○ Ｂ 39 休憩サービス施設に関する業務 × × ○ Ａ

20 観光実態調査 ○ × × Ｂ 40 サイクリングターミナルに関する業務 × × ○ Ａ

（注１）該当する項目（事務事業名等）を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）「区分」欄には、調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：統一、Ｃ：廃止）

（注３）「経過措置」欄には、調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に※印を表示。

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）　総　括　表

商工専門部会
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番号 項 目 （ 事 務 事 業 名 等 ） 秋田市 河辺町 雄和町 区 分 経過措置 番号 項 目 （ 事 務 事 業 名 等 ） 秋田市 河辺町 雄和町 区 分 経過措置

41 観光看板等の維持管理に関する事業 ○ ○ ○ Ｂ 61 労働関係機関との連絡協調 ○ ○ ○ Ｂ

42 特産品に関する事業 ○ ○ ○ Ｂ 62 勤労者福祉施設の管理運営 ○ × × Ｂ

43 ボートピアに関する事務 × ○ × Ａ 63 勤労者対策 ○ × × Ｂ

44 雄和町コテージに関する業務 × × ○ Ａ 64 技能功労者等表彰 ○ × × Ｂ

45 府中市交流事業 × ○ × Ｃ 65 出稼ぎ援護対策事業 ○ ○ ○ Ｂ

46 筑紫森山道整備に関する業務 × ○ × Ａ 66 労働金庫貸付金提携融資 ○ × × Ｂ

47 企業誘致 ○ ○ ○ Ｂ ※ 67 県労働金庫貸付金 ○ × × Ｂ

48 県企業誘致推進協議会 ○ ○ ○ Ｂ 68 鉱業に関する事務 ○ × × Ｂ

49 研究開発型企業並びに各種研究者招聘 × × ○ Ｂ 69 産業振興機構に関する事務 ○ ○ ○ Ｂ

50 各種団体補助金 ○ ○ × Ｂ ※ 70 貿易産業振興事業 ○ × × Ｂ

51 工業団地 ○ ○ ○ Ｂ ※ 71 輸出入品販路拡大事業 ○ × × Ｂ

52 新都市開発整備事業 ○ × × Ｂ 72 海岸維持管理事業 ○ × × Ｂ

53 商工業振興奨励措置事業 ○ ○ × Ｂ ※ 73 県営港湾施設整備事業 ○ × × Ｂ

54 工場適地 ○ × × Ｂ 74 秋田港海の祭典補助 ○ × × Ｂ

55 工業再配置促進法に関する事務 ○ ○ × Ｂ 75 セリオン運営費等補助 ○ × × Ｂ

56 創業支援事業 ○ × × Ｂ 76 定期フェリー便需要拡大事業 ○ × × Ｂ

57 工芸品産業振興 ○ × × Ｂ 77 セリオン周辺施設管理事業 ○ × × Ｂ

58 雇用促進対策 ○ ○ ○ Ｂ 78 動物園の運営管理 ○ × × Ｂ

59 就職支援事業 ○ × × Ｂ 79 動物の飼育、展示、繁殖 ○ × × Ｂ

60 シルバー人材センター事業 ○ ○ × Ｂ 80 動物園の企画、広報普及 ○ × × Ｂ

（注１）該当する項目（事務事業名等）を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）「区分」欄には、調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：統一、Ｃ：廃止）

（注３）「経過措置」欄には、調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に※印を表示。
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(様式２)

（42）商工観光関係事業 商工専門部会

秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

１　商工会議所及び商工
　団体への助成
　（秋田商工会議所、河辺
　町商工会、雄和町商工
　会、秋田県中小企業団体
　中央会に関する補助金に
　ついては、議案第33号補
　助金等の取扱い関する件
　の関連資料にも調整方針
　を掲載している）

秋田商工会議所振興事業補助金
H15年度予算12,000千円<正会員5347事
業所、準会員638事業所>
秋田県中小企業団体中央会事業費補助
金
H15年度予算160千円<会員数425組合>

河辺町商工会運営費補助金
H15年度予算3,000千円<総商工業者数
357名>
地域活性化事業費補助金
H15年度予算810千円
なお、16年度当初に河辺町、雄和町の
商工会が合併する予定。

雄和町商工会育成費補助金
H15年度予算3,000千円<総商工業者321
名>
地域振興活性化事業費補助金
H15年度予算2,000千円
同左

当面、商工会議所と
商工会は存続してい
く見込み。(法的に
は並立可能)
商工会の方が１会員
当たりで高い助成割
合となっている。

合併時に秋田市の制
度に統一する。
ただし、商工会への
補助については、激
変緩和のため段階的
に減額することとす
る。

２　中小企業事業資金融資
　（融資制度に関する保証
　料補助、利子補給金等に
　ついては、議案第33号補
　助金等の取扱いに関する
　件の関連資料にも調整方
　針を掲載している）

秋田市中小企業融資あっせん(一般事
業資金など１０種の融資制度）
限度額：750万円～5億円
年利：2.2～2.9％(一部利子補給)
返済：7年～15年以内

河辺町中・小企業融資斡旋
限度額：1千万円
年利：2.2％
返済：7年以内

雄和町中小企業振興資金
限度額：700万円
年利：2.2％
返済：7年以内

合併時に秋田市の制
度に統一する。
ただし、合併前に融
資済の案件について
は、現行の取扱いを
継続する。

３　セーフティネット保証
　の特定中小企業者の認定

セーフティネット保証は、取引先企業
の倒産等で経営の安定に支障をきたし
ている中小企業への資金供給円滑化を
図るための国の保証制度。
この保証に必要となる、特定中小企業
者の認定を市町村長が行う。

同左 同左 合併時に秋田市の制
度に統一する。

４　中小企業の指導育成
　（商店街振興組合等の認
　定等）

商店街振興組合法により商店街振興組
合の設立認可等については市長が行う
ことになっている。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

５商店街活性化支援
　（商店街ソフト事業費補
　助金）
　（商店街ソフト事業費補
　助金については、議案第
　33号補助金等の取扱いに
　関する件の関連資料にも
　調整方針を掲載してい
　る）

商店街ソフト事業費補助金
商店街等の活性化を図るため、商店街
等が実施する各種ソフト事業に対し補
助する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）
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秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）

６　商店街活性化支援
　（商店街ＣＩ事業費補助
　金）
　（商店街ＣＩ事業費補助
　金については、議案第33
　号補助金等の取扱いに関
　する件の関連資料にも調
　整方針を掲載している）

商店街ＣＩ事業費補助金
魅力ある商店街づくりを促進するた
め、独自のＣＩ事業に対し補助する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

７　商店街活性化支援
　（商店街街路灯等電気料
　補助金）
　（商店街街路灯等電気料
　補助金については、議案
　第33号補助金等の取扱い
　に関する件の関連資料に
　も調整方針を掲載してい
　る）

商店街街路灯等電気料補助金
夜も明るい商店街づくりを促進するた
め、商店街が設置した街路灯等の電気
料に対し補助する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

８　商店街活性化支援
　（商店街共同施設設置事
　業補助金）
　（商店街共同施設設置事
　業費補助金については、
　議案第33号補助金等の取
　扱いに関する件の関連資
　料にも調整方針を掲載し
　ている）

商店街共同施設設置事業費補助金
商店街の振興および公衆の利便に供す
るため、商店街等が実施する公共性の
高い共同施設設置に対し補助する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

９　商店街活性化支援
　（商店街空き店舗対策事
　業補助金）
　（商店街空き店舗対策事
　業費補助金については、
　議案第33号補助金等の取
　扱いに関する件の関連資
　料にも調整方針を掲載し
　ている）

商店街空き店舗対策事業費補助金
商店街の活性化を目的に空き店舗の解
消を図るため、商店街が当該店舗への
入居を誘導する事業に対し補助する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）

10　商店街活性化支援
　（中小商業活性化事業補
　助金）
　（中小商業活性化事業費
　補助金については、議案
　第33号補助金等の取扱い
　に関する件の関連資料に
　も調整方針を掲載してい
　る）

中小商業活性化事業費補助金
地域に密着した魅力ある商店街づくり
を目指し、中小商業者が実施するソフ
ト事業に対し補助する。((財)あきた
産業振興機構の「商店街競争力強化支
援事業」の助成決定を受けたものを対
象とする。)

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

11　商店街活性化支援
　（商店街ソフト事業資金
　貸付事業）

商店街事業資金事業
商店街が行うソフト事業に必要な経費
を「つなぎ資金」として無利子で貸し
付けるもの。（秋田市商店街連盟経
由）

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

12　商業・サービス業振興
　（市内主要商業地通行量
　調査）

商店街振興やまちづくりの基礎資料と
するため、市内主要商業地の通行量を
調査する。(これまで3年毎に実施。前
回は平成14年度調査。)

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

13　大規模小売店舗立地法
　（意見書提出等の調整）

大店立地法に関して、市としての意見
集約等の調整を行う。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

14　観光伝統行事支援
　（竿燈まつり実行委員
　会、土崎港まつりの補助
　金については、議案第33
　号補助金等の取扱いに関
　する件の関連資料にも調
　整方針を掲載している）

・竿燈まつり振興事業
　本市最大の観光資源である竿燈まつ
りの保存および振興を図る。
・土崎港まつり開催費補助金
　土崎港まつり実行委員会が実施する
事業に対して補助金を交付する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

15　竿燈まつり実行委員会
　事務局業務
　（竿燈まつり実行委員会
　の補助金については、議
　案第33号補助金等の取扱
　いに関する件の関連資料
　にも調整方針を掲載して
　いる）

竿燈まつりの円滑な運営のため、秋田
市竿燈まつり実行委員会事務局業務を
行う。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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秋　　　  田　　　  市 河　　　  辺  　　　町 雄　　　  和  　　　町

項　　　　  目
（ 事 務 事 業 名 等 ）

現　　　　　　　　　　　　　　      況
課　　　　題 調整方針（案）

16　観光協会等関係団体へ
　の助成
　（(財)秋田観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ
　協会、河辺町観光協会、
　雄和町観光協会の補助金
　については、議案第33号
　補助金等の取扱いに関す
　る件の関連資料にも調整
　方針を掲載している）

・(財)秋田観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会補助
　H15年度予算20,410千円
・東北都市観光協議会負担金
　H15年度予算40千円
・全日本都市観光連盟負担金
　H15年度予算15千円
・秋田・津軽広域観光連絡協議会負担
　金
　H15年度予算70千円
・秋田・男鹿・山本・大潟・雄和・河
　辺観光協議会負担金
　H15年度予算500千円
・国際観光振興会(国際ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ振興
　事業)負担金
　H15年度予算3,000千円
・日本観光協会負担金
　H15年度予算60千円
・北東北国際観光ﾃｰﾏ地区推進協議会
　負担金
　H15年度予算250千円

・町観光協会補助金
　H15年度予算600千円
・秋田・男鹿・山本・大潟・雄和・河
　辺観光協議会負担金
　H15年度予算100千円
・阿仁・河辺・雄和・岩城四町観光ラ
　イン負担金
　H15年度予算250千円
・全国へそのまち協議会負担金
　H15年度予算100千円

・町観光協会補助金
　H15年度予算11,400千円
・秋田・男鹿・山本・大潟・雄和・河
　辺観光協議会負担金
　H15年度予算100千円
・阿仁・河辺・雄和・岩城四町観光ラ
　イン負担金
　H15年度予算200千円
・北東北国際観光テーマ地区推進協議
　会負担金
　H15年度予算100千円

観光協会等について
は、組織の合併を視
野に入れた協議が必
要である。秋田・男
鹿～観光協議会およ
び四町観光ラインに
ついては、市町村合
併を経た後は現在の
連携が機能しないこ
とが予想される。

合併時に秋田市の制
度に統一する。
観光協会等について
は、合併に向けた協
議を求めることとす
る。
左記の広域連携組織
(2団体)は、合併時
に退会することとす
る。

17　観光イベント助成事業
　（雄物川フェスティバル
　事業、ヤートセ秋田祭、
　へそまつり実行委員会、
　清流祭り実行委員会、清
　流花火実行委員会、秋田
　・河辺冬まつり実行委員
　会の補助金については、
　議案第33号補助金等の取
　扱いに関する件の関連資
　料にも調整方針を掲載し
　ている）

・秋田市夏まつり雄物川花火大会実行
　委員会への補助
　H15年度予算13,500千円
・ヤートセ秋田祭開催費補助金
　H15年度予算500千円

・へそまつり実行委員会への補助
　H15年度予算1,000千円
・清流まつり実行委員会への補助
　H15年度予算2,000千円
・清流花火実行委員会への補助
　H15年度予算2,000千円
・秋田・河辺冬まつり実行委員会への
　補助
　H15年度予算3,205千円

未実施 へそまつりは、15年
度は、実行委員会に
おいて中止を決定し
たが、復活には組織
の再編や内容等の再
検討を要する。秋
田・河辺冬まつり
は、15年度から電源
地域振興事業補助金
を活用できなくなり
予算規模半減のた
め、事業の再構築が
必要。花火について
は、複数の同種の事
業を実施する必要性
が問われる。河辺町
の助成イベントの多
くは、町職員の関与
が深く、実行委員会
等の主体的な運営と
はなっていない。

合併時に秋田市の制
度に統一する。
へそまつりについて
は、合併時までに組
織の再編や内容等に
ついて再検討する。
花火主体のイベント
補助は、最も規模の
大きい秋田市夏まつ
り雄物川花火大会に
統一する。
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18　桜・つつじまつり事業
　（桜まつり等の補助金に
　ついては、議案第33号補
　助金等の取扱いに関する
　件の関連資料にも調整方
　針を掲載している）

・千秋公園桜まつり((財)秋田観光ｺﾝ
　ﾍﾞﾝｼｮﾝ協会へ委託)
　H15年度予算5,909千円
・高清水公園桜まつり補助金
　H15年度予算1,263千円
・あらやさくら公園観桜会補助金
　H15年度予算500千円
・太平川観桜会補助金
　H15年度予算500千円

桜まつり(和田公園)実行委員会補助金
H15年度予算100千円

未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

19　県観光振興協議会 (財)秋田県観光連盟の会費
H15年度予算2,617千円

同左
H15年度予算184千円

同左
H15年度予算240千円

合併時に秋田市の制
度に統一する。

20　観光実態調査 県の依頼により、各観光施設やホテル
等に調査依頼を行う。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

21　自然休養村管理セン
　ター(岩見温泉)に関する
　事業
　（河辺町岩見三内自然休
　養村使用料については、
　議案第32号使用料、手数
　料の取扱いに関する件で
　協議済み）

未実施 自然休養村管理センター(岩見温泉)の
管理運営を行う。(委託先：岩見観光
開発㈱(第三セクター))
H15年度予算(委託料)20,000千円
 　　　　　(修繕料)4,500千円
 　　　　　(保険料)166千円
 　　　　　(運営委員報酬)57千円

未実施 地域内に複数の公共
温泉宿泊施設を持つ
ことの必要性が問わ
れる。
また、施設の老朽化
や温泉の維持のた
め、将来的に多額の
投資を必要とするこ
とが予想される。

合併時に新市が施設
を引き継ぎ、外部委
託により管理運営す
ることとする。
ただし、大規模改修
時に宿泊機能を廃止
し、日帰り温泉とし
て整備する。
70歳以上の割引料金
については、秋田市
の類似施設に同様の
制度がないため合併
時に廃止する。

22　観光宣伝・受入体制整
　備事業

本市を効果的にＰＲすること等により
観光客受け入れ体制を整備し、リピー
ターの増を図る。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

23　観光客誘致促進パンフ
　レット購入

観光客誘致促進のため、(財)秋田観光
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会が編集・製作したパンフ
レットを購入し活用する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

24　広告掲載等 観光客誘致促進のため、雑誌、新聞、
パンフレット等の媒体の活用により観
光資源をＰＲする。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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25　レクリエーション広場
　に関する業務

未実施 レクリエーション広場の維持管理
H15年度予算(土地借上料)657千円

未実施 現在は利用が少なく
なっている。

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場の取り
扱いについては、合
併前に、地権者との
協議のうえ返却等も
含め検討することと
し、事業を継続する
場合には、合併時に
新市が施設の運営を
引き継ぐこととす
る。

26　秋田市内観光バスＰＲ
　事業補助金
　（秋田市内観光バスＰＲ
　事業費補助金について
　は、議案第33号補助金等
　の取扱いに関する件の関
　連資料にも調整方針を掲
　載している）

市内観光の２次アクセスを周知するた
め、首都圏等へのＰＲやツアー商品へ
の組み込みなど、宣伝広告・利用促進
事業の拡大を図る秋田商工会議所が行
う事業に支援する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

27　ユフォーレ公園に関す
　る事業
　（ユフォーレ公園施設使
　用料については、議案第
　32号使用料、手数料等の
　取扱いに関する件で協議
　済み）
　（ユフォーレ町民利用補
　助金については、議案第
　33号補助金等の取扱いに
　関する件の関連資料にも
　調整方針を掲載してい
　る）

未実施 町民の健康づくりのための余暇活動を
推進するために設置した公園施設の維
持管理を行う。
H15年度予算(ﾕﾌｫｰﾚ公園施設維持管理
委託料)7,838千円
(ﾕﾌｫｰﾚ管理運営委員会負担金)20千円
(ﾕﾌｫｰﾚ町民利用補助金)835千円

未実施 公園の位置づけ(地
域住民のためか、広
域的な集客施設なの
か)を明確にする必
要がある。

合併時に新市が施設
を引き継ぎ、外部委
託により管理運営す
ることとする。
ただし、合併後、ﾕ
ﾌｫｰﾚの事業展開との
整合性等に関する検
討を行うこととす
る。
ﾕﾌｫｰﾚ町民利用補助
金は、秋田市の類似
施設に同様の制度が
ないため合併時に廃
止する。

28　秋田蕗保存育成業務 秋田蕗を観光資源として保存・育成す
る。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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29　全国へそのまち協議会
　に関する事業

未実施 全国の「へその町」を呼称する自治体
との交流をとおし、活力ある地域づく
り推進に資する。(昭和61年に、秋田
県の「へそ」河辺町として宣言しこの
協議会に加盟。)
H15年度予算(全国へそのまち協議会負
担金)100千円

未実施 市町村合併等によ
り、この協議会に加
盟する自治体は15市
町村に減っている現
状。また、平成16年
度に河辺町において
｢全国へそのまちサ
ミット｣を開催する
予定であったが、地
元の受け入れ体制が
整わず、平成17年以
降への開催延期を申
入れした状況にあ
る。

協議会からの退会も
含む今後の対応に関
しては、へそまつり
について組織の再編
や内容等を再検討し
た結果に基づき、合
併前に判断すること
とし、事業を継続す
る場合には、合併時
に秋田市の負担金の
制度に統一すること
とする。

30　観光施設（海水浴場の
　トイレ）の整備、管理

各海水浴場にトイレを設置し、観光客
の利便を図る。(下浜、桂浜、浜田の
海水浴場に各１ヶ所。通常管理は各海
水浴場組合で実施。 )

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

31　観光案内所 秋田駅に観光案内所を設置し、観光客
へ各種観光情報を提供する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

32　大正寺おけさまつりに
　関する事業
　（大正寺おけさまつりの
　補助金については、議案
　第33号補助金等の取扱い
　に関する件の関連資料に
　も調整方針を掲載してい
　る）

未実施 未実施 大正寺おけさまつりの開催を支援し、
交流人口の拡大と町活性化につなげ
る。
H15年度予算(大正寺おけさまつり実行
委員会への補助)2,000千円
特定農山村基金を活用し財源の確保を
図る。

補助金の額について
は、秋田市の制度に
合わせる必要があ
る。

合併時に秋田市の補
助制度に統一するこ
ととする。
特定農山村基金事業
分は効果的に実施す
る。

33　長持唄全国大会に関す
　る事業
　（長持唄全国大会の補助
　金については、議案第33
　号補助金等の取扱いに関
　する件の関連資料にも調
　整方針を掲載している）

未実施 未実施 秋田長持唄の全国大会を支援し、秋田
長持唄の普及伝承と地域の活性化につ
なげる。
H15年度予算(秋田長持唄全国大会実行
委員会への補助)800千円

秋田市では、類似事
業への補助を12年度
をもって廃止してお
り、この経緯を踏ま
える必要がある。

合併後、激変緩和の
ため補助金を段階的
に減額し、廃止す
る。
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34　糠塚開発に関する業務
　（花き栽培園、観光交流
　館、民芸関係施設、農産
　物処理加工所、糠塚地区
　民間資本活用区域の使用
　料については、議案第32
　号使用料、手数料等の取
　扱いに関する件で協議済
　み）

未実施 未実施 雄和町の観光拠点である、雄和町国際
ダリア園を中心とした糠塚「華の里」
の管理運営等とその有効活用を図る。
エリア内施設：花き栽培園、糠塚管理
棟、糠塚収穫物管理作業所、観光交流
館、民芸関係施設、農産物処理加工
所、民間資本活用施設
H15年度予算(委託料(ダリア栽培委託
含む))6,417千円

花き栽培園等の施設
使用(使用料単価を
含む)や管理委託等
のあり方を精査する
必要がある。また、
観光交流館の管理委
託料の精査も必要。

合併時に新市が施設
を引き継ぎ、外部委
託により管理運営す
ることとする。

35　ふるさと温泉保養施設
　（ユアシス）に関する事
　業
　（ふるさと温泉の使用料
　については、議案第32号
　使用料、手数料等の取扱
　いに関する件で協議済
　み）

未実施 未実施 ふるさと温泉保養施設(ユアシス)の管
理運営を行う。(㈱雄和町振興公社へ
の管理運営業務委託)

合併時に新市が施設
を引き継ぎ、外部委
託により管理運営す
ることとする。

36　高尾山県民レクリエー
　ション地に関する業務

未実施 未実施 町内保健休養施設(高尾山荘)等の管理
を行い、利用者のサービス向上につと
める。
H15年度予算(雄和町商工会への委
託)720千円

施設の活用方針を明
確にし、それに見
合った整備・運営を
行う必要がある。ま
た、委託料の精査が
必要。

合併時に新市が施設
を引き継ぎ、外部委
託により管理運営す
ることとする。

37　向野甚兵衛沼に関する
　業務
　（向野甚兵衛沼使用料に
　ついては、議案第32号使
　用料、手数料等の取扱い
　に関する件で協議済み）

未実施 未実施 町内保健休養施設(向野甚兵衛沼釣り
堀場)の管理を行い、利用者のサービ
ス向上につとめる。
H15年度予算(向野自治会への委託)120
千円

利用実績は、多い年
で年間２０人程度
と、施設の効果が少
ない状況。

合併前に、釣り堀と
しての用途を廃止す
ることとする。

38　白根館跡に関する業務 未実施 未実施 地域史跡の保存 老朽化した四阿のみ
の施設であり、現状
では観光施設として
行政が管理する必要
性が少ない。

合併前に、行政管理
の観光施設としての
役割を廃止すること
とする。

39　休憩サービス施設に関
　する業務
　（休憩サービス施設使用
　料については、議案第32
　号使用料、手数料等の取
　扱いに関する件で協議済
　み）

未実施 未実施 県立中央公園の利用者や付近住民への
物販・休憩等のサービスを提供する。
使用料：テナント入居60,000円/月、
直売センター300円/日

地場産品の直売コー
ナーは、物産ＰＲと
して行政目的に叶っ
ているものの、テナ
ント部分については
観光施設としての位
置づけを明確にする
必要がある。

合併時に新市が施設
を引き継ぎ、外部委
託により管理運営す
ることとする。
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40　サイクリングターミナ
　ルに関する業務
　（サイクリングターミナ
　ルの使用料については、
　議案第32号使用料、手数
　料等の取扱いに関する件
　で協議済み）

未実施 未実施 スポーツを行う青少年等の宿泊、研修
施設とレジャー施設の管理運営を行
う。(管理運営は、㈱雄和町振興公社
に委託)

宿泊部門は比較的順
調な経営状態である
が、レジャー部門は
一部が閉鎖されるな
ど、営業種別の検討
が必要である。

合併時に新市が施設
を引き継ぎ、外部委
託により管理運営す
ることとする。
なお、宿泊部門は現
行どおりとし、レ
ジャー部門は貸し自
転車、グラウンドゴ
ルフを除き廃止する
こととする。

41　観光看板等の維持管理
　に関する事業

市内中心部３カ所に設置している観光
案内板と中央インターに設置している
歓迎塔の維持管理を行う。

駅・主要道路等に観光地・施設への誘
導看板を設置することにより、観光客
へのサービスの向上と誘客を図る。

町内観光案内看板の設置および維持管
理に努め、来町者の誘客につなげる。

統一したデザインで
の誘導看板が望まし
い。

合併時に秋田市の制
度に統一する。

42　特産品に関する事業 秋田県の観光と物産展実施協議会に参
画し、各地の百貨店で観光と物産展を
実施する。
H15年度予算（負担金）493千円

ボートピア河辺の施設利用を促進する
とともに、町総合産業文化祭の一環と
して「秋の収穫祭」を地域の商工業者
等の参画のもとに実施している。
H15年度予算(物品借上料、広告料等の
経費)707千円

雄和町商工会が、地域の小規模事業者
の連携のもと、地域振興活性化事業
(H15年度は全国ダリアサミットほか)
を推進する。
H15年度予算(補助金)2,000千円(うち
国補助分1,000千円)

秋田市では、農林部
が新たな特産品開発
に取り組んでいる。
また、雄和町では、
ﾀﾞﾘｱ等を町の特産品
とするため力を入れ
ている。このような
状況下で、既存特産
品と新規開発特産品
をどのような手法で
ＰＲし、販路拡大に
結びつけるかが課題
である。

合併時に秋田市の制
度に統一する。

43　ボートピアに関する事
　務

未実施 河辺町、府中市、相模湖ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走
組合間がボートピア河辺の運営等に関
して協定書を取り交わしており、ここ
で交付金(勝船投票券売上金の100分の
1を河辺町に支払うもの)が決められて
いる。

未実施 現行どおりとする。

44　雄和町コテージに関す
　る業務
　（コテージの使用料につ
　いては、議案第32号使用
　料、手数料等に関する件
　で協議済み）

未実施 未実施 ふるさと温泉ユアシスに隣接する宿泊
施設の管理運営を行う。(管理運営
は、㈱雄和町振興公社に委託。)

合併時に新市が施設
を引き継ぎ、外部委
託により管理運営す
ることとする。
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45　府中市交流事業 未実施 平成7年に、ボートピア河辺運営主体
の府中市との交流事業として、双方の
児童の交流が開始され、13年度に交流
事業を終了したが、事業の中のボート
ピア河辺でのクリスマス映写会につい
ては継続実施している。ただし、事業
名称には整合性がなくなっている。

未実施 府中市との交流も行
われていない現状で
は、事業目的が不明
確であり、観光事業
としての実施は困
難。

合併前に事業を廃止
することとする。

46　筑紫森山道整備に関す
　る業務

未実施 観光資源としての筑紫森への登山者の
利便性向上と安全確保のため、山道の
草刈りを行う。

未実施 現行どおりとする。

47　企業誘致
　（河辺町誘致企業懇談会
　の補助金については、議
　案第33号補助金等の取扱
　いに関する件の関連資料
　にも調整方針を掲載して
　いる）

在京経済人懇談会開催経費
秋田ゆかりの在京経済人や誘致企業の
本社代表などを招き、産業振興の助言
をもらい、情報交換等により企業誘致
や地元発注拡大を推進する。
H14年度決算(市負担分)827,663円

河辺町誘致企業懇談会補助金
河辺町内の誘致企業間の親睦および情
報交換を行い、各企業の活性化と地域
経済の健全な発展に寄与する。
H15年度予算(補助金)162千円

企業情報の収集や町の立地条件に適合
する物流基地や高度技術、福祉関連の
研究開発型企業等を対象に、町の立地
環境のＰＲを行う。(関連団体等はな
し。)

県企業誘致推進協議
会を除き、秋田市で
は誘致企業による組
織はない。

合併時に秋田市の制
度に統一する。
ただし、誘致企業懇
談会への補助は、激
変緩和のため段階的
に減額し、廃止す
る。

48　県企業誘致推進協議会 秋田県企業誘致推進協議会
優良企業の立地を促進するため、秋田
県および関係市町村等が連携を深め、
一体となって誘致活動を行う。
H15年度予算（年会費)200千円

同左
H15年度予算(年会費)200千円

同左
H15年度予算(年会費)200千円

合併時に秋田市の制
度に統一する。

49　研究開発型企業並びに
　各種研究者招聘

未実施 未実施 町の産業振興、活性化に寄与する研究
開発型企業並びに各種研究者を招聘す
る。
奨励措置：奨励金の交付、町有施設等
の貸与

現在、町有施設の使
用料減免による貸与
を実施。

合併時に秋田市の制
度(秋田市商工業振
興条例)に統一す
る。

50　各種団体補助金
　（秋田県中央地区発明く
　ふう展、河辺町建設技能
　組合の補助金について
　は、議案第33号補助金等
　の取扱いに関する件の関
　連資料にも調整方針を掲
　載している）

工業関係の各種団体に対し、イベント
開催時の助成を行うことにより、育成
指導を進め、組織化を促進する。
(H14年度実績)
秋田県中央地区発明くふう展補助金
200千円
(社)日本ｾﾗﾐｯｸｽ協会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ補助金
300千円

河辺町建設技能組合補助金
H15年度予算50千円

未実施 秋田市では、少額補
助金は廃止する方針
である。また、秋田
市では、技能組合へ
の補助は行っていな
い。

合併時に秋田市の制
度に統一する。
ただし、技能組合へ
の補助は、激変緩和
のため段階的に減額
し、廃止する。
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51　工業団地
　 (七曲工業団地連絡協議
　会の補助金については、
　議案第33号補助金等の取
　扱いに関する件の関連資
　料にも調整方針を掲載し
　ている）

地域経済活性化と雇用創出を促進する
ため、誘致企業等の受け皿として事業
用地の開発整備を行う。
(市が事業主体の工業団地)
秋田新都市産業区、下浜工業団地、豊
岩工業団地、西部工業団地

(県の工業団地)七曲工業団地
七曲工業団地連絡協議会補助金
H15年度予算90千円

町内経済の活性化と雇用の創出を促進
するため、誘致企業や事業拡大を図る
町内企業の受け皿となる用地の開発整
備を検討する。(特定の工業団地はな
し)

秋田市では、工業団
地の親睦会等への補
助は行っていない。

合併時に秋田市の制
度に統一する。
ただし、工業団地の
親睦会等への補助
は、激変緩和のため
段階的に減額し、廃
止する。

52　新都市開発整備事業
　（秋田新都市の公共公益
　施設用地使用料について
　は、議案第32号使用料、
　手数料等の取扱いに関す
　る件で協議済み）

地域振興整備公団が事業主体の秋田新
都市の開発事業。関係機関等と連携し
産業用地などの分譲を行う。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

53　商工業振興奨励措置事
　業
　（秋田市商工業振興条例
　に基づく助成金について
　は、議案第33号補助金等
　の取扱いに関する件の関
　連資料にも調整方針を掲
　載している）

秋田市商工業振興条例
奨励措置：固定資産税の課税免除(3年
間)、特別土地保有税の非課税(保有
分)、用地取得助成、環境整備助成、
工場等新増設促進助成、雇用促進助成

河辺町企業誘致条例
奨励措置：固定資産税の課税免除(3年
間)

未実施 合併時に河辺町の課
税免除適用案件が残
る可能性がある。

合併時に秋田市の制
度に統一する。
ただし、合併前に適
用済の案件について
は現行の取扱いを継
続する。

54　工場適地 工場立地法に関連して、工場適地調査
実施要領に基づく調査依頼に対応して
いる。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

55　工業再配置促進法に関
　する事務

工業再配置促進法に関連して、産業再
配置促進補助金に関する事務を行う。
東北地区工業再配置促進連絡協議会負
担金
H15年度予算13千円

同左
東北地区工業再配置促進連絡協議会負
担金
H15年度予算13千円

未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

56　創業支援事業
　（ﾁｬﾚﾝｼﾞｵﾌｨｽあきたの使
　用料については、議案第
　32号使用料、手数料等の
　取扱いに関する件で協議
　済み）

起業家等に対して、ﾁｬﾚﾝｼﾞｵﾌｨｽあきた
内の通信ｲﾝﾌﾗ等の整備されたｽﾍﾟｰｽを
安価で提供し、さらに相談業務等を実
施し、発展可能性のある多種・多様な
起業化を促進する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

57　工芸品産業振興 工芸品産業の振興のため、販路拡大、
後継者の育成、組織の強化等の事業を
行っている。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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58　雇用促進対策
　（秋田雇用開発協会の補
　助金については、議案第
　33号補助金等の取扱いに
　関する件の関連資料にも
　調整方針を掲載してい
　る）

雇用・失業情勢は、景気の長期低迷に
より厳しい状況にあることから、雇
用・就業機会の創出を図る。
パートタイマー相談事業(秋田雇用創
出協会への補助)
H15年度予算850千円

秋田職業安定所管内の雇用環境を整備
し、若者の地元定着を促進して活力あ
る地域社会の形成をはかる。
H15年度実績(負担金)42,400円

厳しい雇用環境にある失業者のため、
雇用・就業機会の創出を図る。
求人情報の提供等により、雇用情報の
開示に努める。

合併時に秋田市の制
度に統一する。

59　就職支援事業 厳しい雇用情勢に対応するため、緊急
雇用創出特別基金事業費補助金を活用
し、就職相談や各種講習会を実施する
ことで雇用の拡大を図る。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

60　シルバー人材センター
　事業
　（(社)シルバー人材セン
　ター、河辺町シルバー人
　材センター事業の補助金
　については、議案第33号
　補助金等の取扱いに関す
　る件の関連資料にも調整
　方針を掲載している）

高齢者に働く場を確保することによ
り、社会参加を促進し、生活感の充
実、健康保持に寄与しようとするシル
バー人材センターに運営費補助金を交
付する。
H15年度予算(ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ運営費補
助金)11,000千円
(高齢者生活援助ｻｰﾋﾞｽ事業補助
金)1,000千円

シルバーバンク事業(河辺町社会福祉
協議会へ委託)
H15年度予算4,596千円

未実施 河辺町では、事業を
社会福祉協議会へ委
託しているが、秋田
市では(社)シルバー
人材センターが実施
しており、事業の実
施形態が異なる。

合併時に、河辺町の
シルバーバンク事業
を秋田シルバー人材
センターに統合し、
秋田市の制度に統一
する。

61　労働関係機関との連絡
　協調

現行の厳しい雇用情勢に対応するた
め、ﾊﾛｰﾜｰｸ秋田を主として、随時連絡
調整を行っている。

ﾊﾛｰﾜｰｸと連携し、求人情報の提供に努
めている。

ﾊﾛｰﾜｰｸ秋田と町との情報共有による雇
用情報の町内提供及び雇用環境の向上
策。

合併時に秋田市の制
度に統一する。

62　勤労者福祉施設の管理
　運営
　（西部体育館、サンライ
　フ秋田、秋田テルサの使
　用料等については、議案
　第32号使用料、手数料に
　関する件で協議済み）
　（秋田テルサ運営費の補
　助金については、議案第
　33号補助金等の取扱いに
　関する件の関連資料にも
　調整方針を掲載してい
　る）

秋田テルサ、サンライフ秋田、西部体
育館の管理運営により、勤労者の教
養・文化の向上、ｽﾎﾟｰﾂ活動の促進を
図り、雇用の安定に資する。((財)秋
田市勤労者福祉振興協会に管理運営委
託。)

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

63　勤労者対策 市内企業の勤労者の福利厚生の向上の
ため、給付・貸付、福利厚生等の事業
を実施している秋田市勤労者福祉ｻｰﾋﾞ
ｽｾﾝﾀｰの育成強化をはかる。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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64　技能功労者等表彰 本市産業の発展と技能者の社会的経済
的地位の高揚ならびに技能水準の向上
を図るため、長く同一職業に従事する
優秀な技能者を表彰する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

65　出稼ぎ援護対策事業 出稼ぎ労働者の福利厚生を支援する。
(無料健康診断実施や広報あきたの送
付、出稼ぎ手帳の交付等)
互助会負担金に対する補助は、1,200
円。
健康診断については、全額補助。

出稼ぎ互助会に関する業務。河辺町出
稼相談窓口の設置。

互助会負担金に対する補助は、2,000
円。
健康診断については、補助なし。

(財)秋田県出稼ぎ互助会の加入手続き
等の用務を行い、会員の福利厚生を支
援する。
互助会負担金に対する補助は、1,200
円。
健康診断については、全額補助。

互助会負担金に対す
る補助額および健康
診断の取扱いに相違
がある。

合併時に秋田市の制
度に統一する。

66　労働金庫貸付金提携融
　資

秋田市勤労者ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ会員の融資枠
増大を目的とし、東北労働金庫に預託
を行う。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

67　労働金庫貸付金 東北労働金庫に預託を行い労働者の融
資枠増大に寄与する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

68　鉱業に関する事務 石油・天然ガス等の鉱業権設定に関す
る公益上の支障を県が判断するため、
関連市町村への協議について対応す
る。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

69　産業振興機構に関する
　事務
　（(財)あきた産業振興機
　構運営費補助金につい
　ては、議案第33号補助金
　等の取扱いに関する件の
　関連資料にも調整方針を
　掲載している）

資金、技術、情報面等で企業を支援す
ることを目的として設立された(財)あ
きた産業振興機構と連携を密にし、産
業の活性化を図る。(市から毎年職員
を２名派遣。)

同左
(財)あきた産業振興機構運営費補助金
H15年度予算500千円

同左
(財)あきた産業振興機構運営費補助金
H15年度予算500千円

合併後、職員派遣と
補助金交付の整合性
を図る必要がある。

合併時に秋田市の制
度に統一する。
職員派遣を継続する
こととし、補助金は
廃止する。

70　貿易産業振興事業
　（輸出入関連展示会参加
　支援補助金については、
　議案第33号補助金等の取
　扱いに関する件の関連資
　料にも調整方針を掲載し
　ている）

「秋田市貿易振興ﾋﾞｼﾞｮﾝ」」に基づ
き、貿易関連産業の振興を図り、本市
企業の貿易参入促進等で、本市産業の
活性化に資する。
秋田港国際化促進事業、個別訪問型
ﾎﾟｰﾄｾｰﾙｽ事業、貿易関連産業活性化事
業(輸出入関連展示会に参加する企業
への補助金）等

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

71　輸出入品販路拡大事業 県内ｲﾍﾞﾝﾄにおいて、主に秋田港を利
用した輸入品を展示・販売し、貿易港
のＰＲや輸入品の販路拡大などに活用
し、輸入の促進を図る。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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72　海岸維持管理事業 水難救護法に基づく市町村事務で、漂
流物、沈没品の届出受理、公告等を行
うほか、他市町村からの照会について
対応する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

73　県営港湾施設整備事業 秋田港整備に関して、新産都市法廃止
により平成16年度から県の港湾事業に
対して事業費の一部を負担することに
なる。(県との協議では負担割合は
5/100。ただし、当面は負担対象事業
の施工はない見込み。)

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

74　秋田港海の祭典補助
　（秋田港海の祭典の補助
　金については、議案第33
　号補助金等の取扱いに関
　する件の関連資料にも調
　整方針を掲載している）

秋田港本港地区(セリオン周辺)での賑
わい創出に資する、公益性を有した大
会等に対して、その費用の一部を補助
する。(秋田港海の祭典開催費補助)

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

75　セリオン運営費等補助
　（セリオン運営費等補助
　金については、議案第33
　号補助金等の取扱いに関
　する件の関連資料にも調
　整方針を掲載している）

ポート秋田㈱に対し、展望料半額化に
伴う減収補填補助および運営費補助
(長期借入金元利償還金相当額)を行
い、セリオン公設化までの経営を支援
する。(セリオン公設化については、
平成12年度の秋田市議会調査特別委員
会での検討を受けて、18年度中に施設
を公設化する方針としている。)

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

76　定期フェリー便需要拡
　大事業

定期フェリー便の利便性の向上と貨物
等の需要拡大を図ることによって航路
の安定を図り、本市産業の活性化を目
指す。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

77　セリオン周辺施設管理
　事業
　（ｾﾘｵﾝﾌﾟﾗｻﾞの使用料に
　ついては、議案第32号使
　用料、手数料等の取扱い
　に関する件で協議済み）

秋田港振興ｾﾝﾀｰ(ｾﾘｵﾝﾌﾟﾗｻﾞ)の管理運
営業務をﾎﾟｰﾄ秋田㈱に委託するほか、
施設の維持に努める。また、ｾﾘｵﾝ3階ﾌ
ﾛｱをｾﾘｵﾝｷﾞｬﾗﾘｰとして賃借する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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78　動物園の運営管理
　（大森山動物園入園料に
　ついては、議案第32号使
　用料、手数料等の取扱い
　に関する件で協議済み）

動物園として、人と動物の関わりの中
で憩いの場を提供する。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

79　動物の飼育、展示、繁
　殖

動物の飼育展示と動物情報の提供およ
び動物の健康管理、繁殖を行う。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。

80　動物園の企画、広報普
　及

きめ細かな情報提供・楽しい動物園行
事企画で喜ばれる動物園とする。

未実施 未実施 合併時に秋田市の制
度に統一する。
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